
本市では、障がい者の基本的人権を尊重し、心のバリアフリー
を推進する観点から、原則として「障害」を「障がい」と表記していま
すが、法令・ 条例や制度の名称、施設・法人、団体等の固有名詞
が「障害」となっている場合については、そのまま「障害」と表記して
います。

「障がい」の表記について
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この冊子は、
発達に心配や不安のある

お子さんへの支援制度を中心に
まとめています。

このガイドブックが
スペシャルケアが必要なお子さんの

これからの成長に
役立つように願っています。

はじめに


